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平成24年度事務事業評価シート （23年度実施事業分）

事業番号 中期総合計画主要施策番号 3-02 部・課

事　業　名 後期高齢者医療給付事業

04 01 01

24年度（当初）

21,459,454

高齢者の医療の確保に関する法律

実施方法
国庫･
県単

長野県後期高齢者医療広域連合、市町村に対し、各種負担金を支出する。

実施期間 Ｈ２０ 根拠法令等

*21,745,864

22,018,217千円

23年度

国庫補助事業・
県単独事業

①
　
事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

目　的
(必要性)

後期高齢者の医療給付費の一部を負担する等により、後期高齢者の医療の確保と、運営主体である長野県後期高齢者医療
広域連合の財政の安定を図る。

対　象 長野県後期高齢者医療広域連合、市町村

目指すべき姿 長野県後期高齢者医療広域連合に対し、各種負担金を支出することにより、広域連合の財政の安定を図る。

事業内容

・後期高齢者医療給付費県費負担金の支出(負担割合：【国】4/12、【県】1/12、【市町村】1/12）
　（内容：後期高齢者の医療給付費の一部を助成）

・後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金の支出（低所得者保険料軽減の場合の負担割合：【県】3/4、【市町村】1/4、
　医療費の地域格差の特例による保険料軽減の場合の負担割合：【国】1/2、【県】1/2 ）
　（内容：低所得者や被用者保険被扶養者であった者等の保険料軽減に対する助成）

・後期高齢者医療高額医療費負担金の支出（負担割合：【国】1/4、【県】1/4、【広域連合】1/2）
　（内容：高額医療費（レセプト１件80万円を超える額）のうち、保険料で賄うべき部分の２分の１を助成）

22,876,737

②
事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位 22年度

　概　算
　人件費

千円 21,671,576 22,328,101

23年度事業費の主な内訳

千円 *22,779,215 *23,543,617 医療給付費負担金19,038,905千円
基盤安定事業負担金2,979,312千円
保険料軽減交付金　301,626千円

※基金積立金を除いた金額

千円 *21,663,259 *22,319,843 ―

8,258

23,551,875

1.00 1.00人 1.00

千円 8,317 8,258

③
事
業
実
績

成果指標・活動指標内容 単位

<効率指標(単位当りｺｽﾄ等)>
千円/人

左記以外のH23年度実績

後期高齢者医療被保険者数（2月末）（活） 人 314,061 317,935 321,370

23年度 24年度（見込）

（効率指標　算出式）
概算事業費／後期高齢者医療費保険者数

22年度

73

■　横ばい □　減少

医療給付費の一部などについて、法令に定められた定率負担を
行っている。

b
期待どおり

評価区分

⑤
事
業
の
課
題

区　分 判　定　・　説　明

事業ニーズの変化 判
定
の
説
明

□　余地あり□　当面余地なし
県の関与を見直す
余地

■　余地なし

□　当面余地なし

④
事
業
の
成
果

⑥
総
合
分
析
等

総合分析
(今後の課題、
取組方針等)

医療給付費の一部などについて、引き続き法令に定められた定率負担をする。

特記事項

□　増加

事業改善（有効性・
効率性）の余地

□　余地あり■　余地なし

後期高齢者の医療の確保及び広域連合の財政の
安定による老人福祉の増進を図る。

医療給付費の一部などについて、法令に定められた定率の負担金等を支
出した。

69 70

事業の目標(H23) 事業成果・評価

内　線

E-mail

担
当
課

健康福祉部 健康福祉政策課

2347

kokuho@pref.nagano.lg.jp


